
令和８年３月

群馬県神流町

経　営　戦　略

神流町特定地域生活排水処理事業



令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

－ 円 － 円

－ 円 － 円

－ 円 － 円

１地区（神流町全域）

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

一部適用

神流町特定地域生活排水処理事業経営戦略

平成8年度
（供用開始後29年）

神流町

特定地域生活排水処理事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

12.96人／ｋ㎡

合併処理浄化槽431基（令和７年４月１日現在）

無処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

処 理 区 数

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和６年度 令和６年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

人槽区分 使用料の額（月額）

５人槽

６人槽

７人槽

８人槽

10人槽

11人槽以上

3,300円

3,600円

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

合併処理浄化槽のため無し（神流町で発生したし尿・浄化槽汚泥は、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合　岡之郷クリー
ンセンターで処理）

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和７年度

令和５年度 令和５年度

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和７年度

4,200円

4,800円

5,900円

別に定める
そ の 他 の 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

事 業 運 営 組 織 住 民 生 活 課

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　法適用初年度である令和６年度の経常収支比率は、100%以上であり黒字となった。しかしながら、一般会計計からの繰入金が総収益の４割弱を占めているた
め、収益性を考えた効率的な整備を行うとともに使用料金の増収を目指す必要がある。
　経費回収率は、86.8%であり100%以上になるよう今後更なる使用料滞納回収の努力、使用料改定の検討が必要である。
　汚水処理原価は、浄化槽汚泥やし尿処理を広域市町村圏振興整備組合に委託し共同処理を行っているため広域組合負担金等の比率が多くなっている。汚
水処理の広域化が完了しているという点を考慮すると現状維持が好ましい。
　水洗化率は、76.9%と低く合併浄化槽のさらなる普及が必要と考えられるが、高齢者世帯が多く後継者がいない住宅が多くなっているため、大きな上昇は見込
めない。希望する住民に対しての合併処理浄化槽への転換は、ほぼ100％完了していると認識している。
　老朽化については、平成８年度に合併処理浄化槽市町村設置型事業を開始ししているため、耐用年数を超過している浄化槽が増えている。適正な管理を徹
底し長く使用できるよう心がける必要がある。

職 員 数 0人（本町の浄化槽事業は、住民生活課　環境衛生係の職員１名が兼務で担当しています）

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

本町全体が計画処理区域となっているため、行政区域内人口が処理区域内人口となります。
行政区域内人口は、第３次神流町総合計画を根拠としています。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託

住 民 係

国 民 健 康 保 険 係

税 務 係

環 境 衛 生 係

民 間 活 用 の 状 況

1,954 
1,645 

1,485 

1,091 
876 

694 
534 408 315 244 
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平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

（人） 処理区域内人口の予測

処理区域内人口（実績） 処理区域内人口（予測）

出典 第３次神流町総合計画(令和5年3月) P.19 社人研準拠による推計(2015年～2060年)
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（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

・投資の目標に関する事項

年間設置基数の目標を３基と設定しています。

・浄化槽更新に関する事項

耐用年数を超過した浄化槽が増加しますが、基本的に修繕で長寿命化を図ります。

・広域化・共同化・最適化に関する事項

該当なし

・投資の平準化に関する事項

投資の平準化は行っていません。

・民間の活力の活用に関する事項(PPP/PFIなど)

該当なし

・防災・安全対策に関する事項

該当なし

・その他

該当なし

住民生活課環境衛生係の職員１名(兼務)で業務を行っています。今後も同様の体制を維持していく方針です。

目 標

〇町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上
　本町の生活排水は合併処理浄化槽の整備が進みつつありますが、汲み取りや単独処理浄化槽が多く、生活排水は未処理のまま河川等に排出されている状態で
あるため、合併処理浄化槽への転換設置が重要です。
引き続き、合併処理浄化槽の設置から維持管理また、休止及び廃止まで町が行い、生活排水の適正な処理を推進していきます。
〇経営の安定
　人口減少の中、限られた財源で将来にわたって持続的・安定的・効率的に事業を推進し、健全な経営に努めます。

投資・財政計画（収支計画） ： 別紙のとおり

平成８年度から特定地域生活排水事業を開始し、令和６年度までに433基設置しました。
令和17年度までに約33基の設置を行い、その後も年間３基の転換設置を計画します。

使用料収入の見通し

浄化槽設置基数の増加に伴い使用料収入も増加する見込みです。また、令和15年度に使用料単価の改定（+20％）を見込んでいます。なお、令和2０年度以降
は人口減少に伴い使用料収入が減少する見込みです。

施設の見通し

生活排水の適切な処理を推進するため、汲み取り及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を実施していきます。
耐用年数を超過した合併処理浄化槽もあることから、適正な管理や早期の修繕により可能な限り耐用年数をの点検を行い更新を行っていきます。

組織の見通し

浄化槽設置数の予測

浄化槽整備事業は平成８年度より開始しています。神流町循環型社会形成推進地域計画に基づき、毎年３基の設置を見込んでいます。令和２０年度をピークに
人口減少に伴い設置基数が減少すると見込んでいます。

418
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令和２年度 令和７年度 令和１２年度 令和１７年度 令和２２年度 令和２７年度 令和３２年度 令和３７年度 令和４２年度

（基） 浄化槽設置基数の予測
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令和２年度 令和７年度 令和１２年度 令和１７年度 令和２２年度 令和２７年度 令和３２年度 令和３７年度 令和４２年度

（千円）
使用料収入の見通し

料金収入（実績） 料金収入（予測）
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② 収支計画のうち財源についての説明

浄化槽の設置については、循環型社会形成推進交付金（環境省）と群馬県浄化槽整備事業補助金及び下水道事業債（特定地域生活排水処理事業）
を活用し計画的に取り組みます。
また、合併処理浄化槽の設置及び維持管理費用が増加していることから、令和15年に月額使用料（+20％）の改定を予定しています。 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

② 今後の財源についての考え方・検討状況

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 一般会計繰入金については、極力縮減するよう他収入の確保及び経費の節減に努めます。

目 標

使用料収入を基本としますが、不足分は一般会計からの繰入金を充てる計画です。
また、一般会計の繰入金を最小限にとどめ、健全な生活排水事業運営を目指します。

該当ありません

令和15年に料金の見直しを検討しています。使用料の見直しに関する事項

該当ありません

該当ありません

該当ありません

町内で発生したし尿及び浄化槽汚泥は、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合の岡之郷クリーンセ
ンターで処理しており、今後も継続していく計画です。

投資の平準化に関する事項

人 槽 改 定 前 改 定 後 （ 予 定 ）
５人槽

広域化・共同化・最適化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

合併処理浄化槽の維持管理費として、委託費等を計上しています。

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

10人槽 5,900円 7,080円
11人槽以上 別に定める

3,300円 3,960円
６人槽 3,600円 4,320円
７人槽 4,200円 5,040円
８人槽 4,800円 5,760円
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③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年、進捗管理（モニタリング）を行い、常に経営改善や計画の見直し等に反映させていくことが重要となります。目
標や計画の達成状況について、投資・財政計画と実績のかい離や原因に対する分析を定期的・定量的に検証・評
価し、実施手法の改善や計画の見直しを行います。また、計画のローリング（定期的な見直し）については、少なくと
も5年おきに経営実態やその時点における経営環境に照らし合わせて、投資・財政計画の見直しを行っていきます。
さらに、適宜経営戦略における目標や施策、計画数値、実施体制等についての変更も検討していきます。

職員給与費に関する事項 本事業に職員１名を配置していますが、他事業と兼務しているため給与費は発生しておりません。

修繕費に関する事項 保守点検委託者と連携し、老朽化状態の把握、修繕個所の早期発見早期修繕に努めます。

委託費に関する事項 委託業務内容を計画的に精査し、経費の削減及び適正価格での執行を図ります。

その他の取組 合併浄化槽の転換設置の推進及び維持管理費用等の削減並びに財源確保に努めます。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
合併処理浄化槽の保守点検及び清掃業務を委託しています。
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　平成８年度に合併処理浄化槽市町村設置型事業を開
始し事業開始から28年経過している。設置後の合併処
理浄化槽については、浄化槽清掃業許可業者各社によ
る保守点検や清掃、法定検査を実施している中で不適
正浄化槽に対する指摘は少ない。今後も適正な管理を
徹底し長く使用できるよう心がける必要がある。浄化
槽本体の老朽化に関する状況把握は実施していない
が、保守点検委託業者と連携し故障箇所の早期発見、
早期修繕ができるような体制を構築している。災害復
旧工事を除き、通常使用範囲内での大規模な修繕は発
生していないが、浄化槽内部部品等の劣化に伴う修繕
が発生している。また、浄化槽内部のろ材、担体の修
繕が多数発生しているが、これは1人暮らし世帯等使用
頻度の少ない浄化槽に発生する不具合であるため、必
要経費であると認識している。今後、老朽化した合併
処理浄化槽から新たな合併処理浄化槽への更新が発生
することも視野に入れ事業を展開していく必要があ
る。

2. 老朽化の状況

全体総括

　全体的に健全な経営といえる数値へ近づけるための
経営改善が必要と考えられる。水洗化率については平
均値より大きく下回っている。合併処理浄化槽への転
換を呼びかけることが必要であることは理解している
が、過疎地域で高齢者世帯が多く、さらに後継者がい
ない住宅が多い現状を考慮すると積極的な呼びかけは
行えない。今後は合併処理浄化槽設置希望者が少なく
なるため施設整備費を抑え、修繕費に重点を置いて事
業を継続していく必要があると考える。そのために
は、経営に関して経費削減や使用料金改定等検討が必
要である。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①法適用初年度である令和６年度の経常収支比率は、
100%以上であり黒字となった。しかしながら、一般会
計計からの繰入金が総収益の４割弱を占めているた
め、収益性を考えた効率的な整備を行うとともに使用
料金の増収を目指す必要がある。
③企業債償還額が比較的少ないことから、類似団体と
比較して高い水準である。
④浄化槽普及拡大により増設工事を毎年実施している
ため平均値よりも高い値となっている。今後も同様の
状況で推移することが予測されるため、使用料金改定
等を検討する必要がある。
⑤類似団体平均を上回っているが、100%以上になるよ
う今後更なる使用料滞納回収の努力、使用料改定の検
討が必要である。
⑥浄化槽汚泥やし尿処理を広域市町村圏振興整備組合
に委託し共同処理を行っているため広域組合負担金等
の比率が多くなっている。汚水処理の広域化が完了し
ているという点を考慮すると現状維持が好ましい。
⑦市町村設置型事業で整備した浄化槽については住民
の一般家庭に設置されているため、高い値で推移して
いる。利用状況としては、適正に利用されていると考
えられるため継続してこの値を保つ必要がある。
⑧平均よりも低く合併浄化槽のさらなる普及が必要と
考えられるが、高齢者世帯が多く後継者がいない住宅
が多くなっているため、無理に転換を勧めることは難
しい、希望する住民に対しての合併処理浄化槽への転
換は、ほぼ100％完了していると認識しているため今後
更なる事業規模拡大は行わなず規模を縮小していく。
このように水洗化率はその地域や住民の特性によるも
のであり無理に引き上げようと努力する性質のもので
はないと認識している。

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

- 52.65 54.88 100.00 3,300 815 0.05 16,300.00 【】

当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

グラフ凡例
法適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K2 非設置 1,511 114.60 13.18 ■

経営比較分析表（令和6年度決算）
群馬県　神流町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 0

平均値 0 0 0 0 0

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 102.77

平均値 0 0 0 0 99.24

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 9.15

平均値 0 0 0 0 27.57

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 0

平均値 0 0 0 0 0

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

①経常収支比率(％)

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 168.51

平均値 0 0 0 0 89.91

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 127.07

平均値 0 0 0 0 103.61

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 724.49

平均値 0 0 0 0 368.83

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 86.76

平均値 0 0 0 0 53.25

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 291.59

平均値 0 0 0 0 325.45

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 100

平均値 0 0 0 0 52.59

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

37257 37622 37988 38355 38721

当該値 0 0 0 0 76.93

平均値 0 0 0 0 87.02

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【100.06】 【84.61】 【106.63】 【386.06】

【84.89】【54.37】【329.31】【51.14】

【26.38】 【-】 【-】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度

区　　　　　　分
令 和 ６ 年
（ 決 算 ）

令 和 ７ 年 令 和 ８ 年 令 和 ９ 年 令 和 １ ０ 年 令 和 １ １ 年 令 和 １ ２ 年 令 和 １ ３ 年 令 和 １ ４ 年 令 和 １ ５ 年 令 和 １ ６ 年 令 和 １ ７ 年

１． (A) 15,291 16,551 16,726 16,776 16,827 16,877 16,928 16,978 17,029 20,537 20,640 20,743
(1) 15,291 16,551 16,726 16,776 16,827 16,877 16,928 16,978 17,029 20,537 20,640 20,743
(2) (B)
(3)

２． 33,330 36,202 35,587 35,229 35,485 35,754 36,038 36,337 36,649 36,977 37,319 37,675
(1) 19,124 23,111 24,134 24,005 24,485 24,974 25,474 25,983 26,503 27,033 27,574 28,125

19,124 22,961 23,534 24,005 24,485 24,974 25,474 25,983 26,503 27,033 27,574 28,125
150 600

(2) 14,202 13,084 11,446 11,217 10,993 10,773 10,557 10,346 10,139 9,937 9,738 9,543
(3) 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

(C) 48,621 52,753 52,313 52,005 52,311 52,631 52,966 53,315 53,679 57,514 57,959 58,418
１． 45,275 45,497 51,195 51,444 51,696 51,949 52,204 52,462 52,721 52,983 53,246 53,512
(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 22,470 22,657 32,494 32,745 32,998 33,253 33,511 33,770 34,031 34,295 34,560 34,828

21,152 21,557 31,394 31,645 31,898 32,153 32,411 32,670 32,931 33,195 33,460 33,728

1,318 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
(3) 22,805 22,840 18,701 18,699 18,697 18,695 18,694 18,692 18,690 18,688 18,686 18,684

２． 2,034 1,812 1,776 2,143 2,097 2,065 2,045 2,036 2,031 2,028 2,034 2,050
(1) 1,710 1,620 1,584 1,951 1,905 1,873 1,853 1,844 1,839 1,836 1,842 1,858
(2) 324 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

(D) 47,309 47,309 52,971 53,587 53,793 54,014 54,249 54,498 54,752 55,011 55,280 55,562
(E) 1,312 5,444 △ 658 △ 1,582 △ 1,482 △ 1,383 △ 1,283 △ 1,183 △ 1,073 2,503 2,678 2,856
(F) 127 223 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(G) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(H) 127 222 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

1,439 5,666 341 △ 583 △ 483 △ 384 △ 284 △ 184 △ 74 3,502 3,677 3,855
(I) 27,206 32,872 33,213 32,630 32,147 31,764 31,479 31,296 31,221 34,723 38,401 42,256
(J) 20,063 15,019 15,319 15,626 15,938 16,257 16,582 16,914 17,252 17,597 17,949 18,308

1,505 1,395 1,367 1,340 1,313 1,287 1,261 1,236 1,211 1,187 1,163 1,140
(K) 15,789 15,778 15,307 14,853 14,417 13,998 13,594 13,206 12,833 12,474 12,128 11,796

9,855 11,215 10,766 10,336 9,922 9,525 9,144 8,779 8,427 8,090 7,767 7,456

5,934 4,563 4,540 4,517 4,495 4,472 4,450 4,428 4,406 4,384 4,362 4,340
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 15,291 16,551 16,726 16,776 16,827 16,877 16,928 16,978 17,029 20,537 20,640 20,743

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 204178 199 199 194 191 188 186 184 183 169 186

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度

区　　　　　分
令 和 ６ 年
（ 決 算 ）

令 和 ７ 年 令 和 ８ 年 令 和 ９ 年 令 和 １ ０ 年 令 和 １ １ 年 令 和 １ ２ 年 令 和 １ ３ 年 令 和 １ ４ 年 令 和 １ ５ 年 令 和 １ ６ 年 令 和 １ ７ 年

１． 1,000 2,100 16,100 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

２．

３． 352 251 1,824 529 529 529 529 529 529 529 529 529

４．

５．

６． 882 441 5,241 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323

７．

８． 429 501 1,162 500 500 500 500 500 500 500 500 500

９．

(A) 2,663 3,293 24,327 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752

(B)

(C) 2,663 3,293 24,327 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752 6,752

１． 3,159 4,840 26,449 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820

２． 8,759 9,855 11,215 10,920 10,168 9,730 9,024 8,724 8,538 7,421 6,077 5,507

３．

４．

５．

(D) 11,918 14,695 37,664 17,740 16,988 16,550 15,844 15,544 15,358 14,241 12,897 12,327

(E) 9,255 11,402 13,337 10,988 10,236 9,798 9,092 8,792 8,606 7,489 6,145 5,575

１． 714 700 4,299 4,500 4,500 3,700 3,300 3,099 2,791 2,681 2,271 2,262

２．

３．

４． 8,540 10,702 9,038 6,488 5,736 6,098 5,792 5,693 5,815 4,808 3,874 3,313

(F) 9,254 11,402 13,337 10,988 10,236 9,798 9,092 8,792 8,606 7,489 6,145 5,575

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 110,782 106,826 116,113 109,594 103,826 98,497 93,873 89,550 85,412 82,392 80,716 79,610

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度

区　　　　　分
令 和 ６ 年
（ 決 算 ）

令 和 ７ 年
（当初予算）

令 和 ８ 年 令 和 ９ 年 令 和 １ ０ 年 令 和 １ １ 年 令 和 １ ２ 年 令 和 １ ３ 年 令 和 １ ４ 年 令 和 １ ５ 年 令 和 １ ６ 年 令 和 １ ７ 年

19,124 22,961 23,534 24,005 24,485 24,974 25,474 25,983 26,503 27,033 27,574 28,125

1,710 1,620 1,584 1,951 1,905 1,873 1,853 1,844 1,839 1,836 1,842 1,858

17,414 21,341 21,950 22,054 22,580 23,101 23,621 24,139 24,664 25,197 25,732 26,267

352 251 1,824 529 529 529 529 529 529 529 529 529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

352 251 1,824 529 529 529 529 529 529 529 529 529

19,476 23,212 25,358 24,534 25,014 25,503 26,003 26,512 27,032 27,562 28,103 28,654

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

(A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金


